
　 村税は、 子育て支援、 防災対策、 生活環境の改善、 教育・ 福祉の充実、 文化の向上など 、 安全・ 安心

で暮ら し やすい村づく り のために使われています。

　 皆さ んに納めていただく 村税が確定し まし たら 、 納税通知書を 郵送し ます。

　 税の納期ごと に納期限の記載があり ますので、 納期内の納付にご協力を お願いし ます。

早めの納税 早めの申請

　 固定資産税の納税者は、 当該年度の固定資産税に係る 固定資産の価格に不服がある 場合には、 審査

の申し 出を する こ と ができ ます。 申出期間は原則納税通知書の交付を 受けた日後3 カ 月を 経過する 日

までの間と なっ ています。

●固定資産税に係る価格に関する審査申出について

税務課から のお知ら せ
〈 問い合わせ〉税務課 課税係　 ☎09 67（ 6 7）27 03

●納付方法

●村税納期表

納付書による納付

口座振替による納付

• 役場窓口　 • 各金融機関　 • 各コ ンビニエンススト ア　 • スマホ決済

納付場所

振替日は下記「 村税納期表」を ご覧く ださ い

納付期限 村県民税 固定資産税 軽自動車税
国民健康保険税 村県民税

国民健康保険税

普通徴収 特別徴収( 年金）

********

********

6 月

6 月

7 月

8 月

9 月

1 1 月

1 1 月

1 2 月

2 月

3 月

1 日（ 月）

3 0 日（ 火）

3 1 日（ 金）

3 1 日（ 月）

3 0 日（ 水）

2 日（ 月）

3 0 日（ 月）

2 5 日（ 金）

1 日（ 月）

1 日（ 月）

********

********

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

1 0 月

1 1 月

1 2 月

1 月

3 月

2 7 日（ 水）

2 9 日（ 月）

2 7 日（ 月）

2 7 日（ 木）

2 8 日（ 月）

2 7 日（ 火）

2 7 日（ 金）

2 1 日（ 月）

2 7 日（ 水）

1 日（ 月）

口座振替日

第1 期

第2 期

第3 期

第4 期

第1 期

第2 期

第3 期

全期

第1 期

第2 期

第3 期

第4 期

第5 期

第6 期

第7 期

第8 期

第1 期

第2 期

第3 期

第4 期

第5 期

第6 期

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

1 0 月

1 1 月

1 2 月

1 月

2 月

3 月

◎村県民税・ 固定資産税・ 国民健康保険税の納付書は、 第１ 期に全期分の納付書を 送付し ますので支払

い忘れにご注意く ださ い。

◎口座振替を 申し 込まれている人は、 原則毎月2 7 日に振替さ れますので残高の確認を お願いし ます。

◎1 2 月は納期限1 2 月2 5 日( 金)・ 口座振替1 2 月2 1 日( 月) です。

◎村県民税・ 国民健康保険税の特別徴収は、 年金給付日に年金から の天引き になり ま すので、 納付書

は発送さ れません。

◎納税金額が変更になっ た場合は、 納期限の上旬に変更後の納付書を 再送付し ます。

◎過年度分の遡及課税や国民健康保険税の更正などにより 、 随期の納付が発生する 場合も あり ます。
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　 障がい者一人につき 1 台分の軽自動車税が減免さ れます。

●軽自動車税の減免

基本水量基本料金 従量料金（ 1 ト ン当たり ）※こ れまでと 変更あり ません

2 ,2 0 0 円

（ 税込み2 ,4 2 0 円）
2 0 ト ン

1 1 0 円

（ 税込み1 2 1 円）

水道料金の請求方法が変わり ます
～令和8 年4 月・ 5 月使用分から「 2 カ 月に 1 回の検針・ 請求」 に～

〈 問い合わせ〉水資源課 水道係　 ☎0 96 7（ 67 ）3 17 6

　 広報2 月号で事前にお知ら せし ていたと おり 、 村では、 水道条例の改正によ り 令和8 年4 月・ 5 月使

用分（ 6 月請求分）以降、水道料金の請求がこ れまでの「 毎月検針・ 毎月請求」から 、「 2 カ 月に1 回の検針・

請求」へ変わり ます。

　 皆さ んに安全で安心な水を 届ける ため、 水質管理や施設の維持管理、 老朽化し た水道管の更新など

を 行っ ていますが、 近年の物価高騰による 事業費の増加や人口減少によ る 料金収入の減少などによ り、

経営状況が大変厳し く なっ ています。

　 今回の変更は、 水道使用者の皆さ んの実質的な金銭負担を 増やさ ずに経営改善を 図る

も ので、 将来にわたり 持続可能な水道事業を 運営するための取り 組みの一つと なり ます。

皆さ んのご理解と ご協力を よろ し く お願いし ます。

　 なお、 詳細については村ホームページを ご確認く ださ い。

• こ れまでの毎月検針・ 毎月請求の方法から 2 カ 月に 1 回の検針・ 請求に変更する。

• 令和8 年6 月請求分（ 4 月・ 5 月使用分） が請求方法変更後の初回ご請求（ 2 カ 月分の料金） と なり 、 そ

れ以降も 偶数月に前2 カ 月使用分の水道料金を ご請求さ せていただき ます。

●変更の要点

令和8 年4 月・ 5 月使用分（ 6 月請求）から の新料金は次のと おり です。

●新料金表

※水道使用者の皆さ んの実質的な金銭負担は、 ほと んどの場合こ れまでと 変わり ません。

減
免
申
請

対象と なる車 使用し ている人 申請期限

6 月1 日
（ 月）

○障害者手帳などの交付を 受け
ている人が所有する軽自動車

○障がいのある人と 生計を 一にす
る人が所有し ている軽自動車

○障がいのある 人のみで構成さ
れる世帯の障がい者を 常時介
護する 人が所有し ている 軽自
動車

○障がいがある 人の利用のため
に構造さ れた軽自動車

○障が い が あ る
人本人

○障が い が あ る
人と 生 計 を 一
にする人

○障が い の あ る
人の み で 構 成
さ れ る 世 帯 の
障が い 者 を 常
時介護する人

減免申請に必要なも の

○軽自動車税減免申請書（ 役
場にあり ます。）

○軽自動車税の納付書

○対象と なる 車の車検証（ 写し 可）

○使用し ている 人の運転免許証
またはマイ ナ免許証（ 写し 可）

○各障害者手帳

○個人番号がわかるも の　 　
（ 通知カ ード・ マイ ナンバー
カ ード など）

＊申請は毎年必要です。（ 昨年申請さ れた人は、 申請内容に変更なければ添付書類を 省略でき ます。）

＊障がいの程度により 、 減免の対象と なら ない場合があり ます。（ 詳細はお問い合わせく ださ い。）

＊普通自動車などと の同時申請はでき ません。
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